
厚 生 委 員 会 報 告 資 料 

令和７年４月１５日 

件   名 足立区障がい福祉関連計画の策定スケジュールについて 

所管部課名 
福祉部 障がい福祉課 

衛生部 中央本町地域・保健総合支援課 

内   容 

障害福祉計画、障害児福祉計画は障害者総合支援法及び児童福祉

法により、障害福祉サービス等の提供体制の確保等を目的として、

３年を一期として策定することが義務付けられている。ついては、

各福祉計画の策定を以下のとおり進める。 

なお、障害者基本法に基づく障害者計画は、障がい者の自立や社

会参加などの支援策を総合的・計画的に推進することで共生社会の

実現につなげるものであり、足立区は６年を一期として策定している。 

１ 策定する計画と計画年次、根拠法 

 Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ Ｒ１１ 

障害者計画 
（障害者基本法） 

足立区障がい者計画 

～あだちノーマライゼーション推進プランⅣ～ 

障害福祉計画 
（障害者総合支援法） 

足立区第７期 

障がい福祉計画 

足立区第８期 

障がい福祉計画 

障害児福祉計画 
（児童福祉法） 

足立区第３期 

障がい児福祉計画 

足立区第４期 

障がい児福祉計画 

２ 計画策定手順および主なスケジュール（予定） 

（１）事業者の専門性、豊富な経験により創意工夫を活かした質の

高い計画を策定するため、プロポーザル方式を採用し、事業者

を公募する。 

（２）計画の策定にあたっては、厚生委員会、足立区地域保健福祉

推進協議会及び足立区地域自立支援協議会に諮る等、様々な関

係者からの意見聴取に努めていく。 

年月 内容 

令和７年４月 第１回プロポーザル選定委員会 

実施手続の決定・スケジュール確認 

令和７年６月 第２回プロポーザル選定委員会 

提案書提出事業者の選定 

令和７年８月 第３回プロポーザル選定委員会 

提案書の特定 

令和７年 

１０～１１月 
実態調査の内容検討 

令和８年１月 実態調査の実施 
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年月 内容 

令和８年３月 調査報告書の作成 

令和８年６月 厚生委員会報告（実態調査結果報告） 

令和８年 

７～９月 

調査結果を踏まえた第８期障がい福祉計画

・第４期障がい児福祉計画の素案の検討 

令和８年１０月 第８期障がい福祉計画・第４期障がい児福祉

計画の素案の作成 

厚生委員会報告（素案の報告） 

令和８年１１月 パブリックコメント 

令和８年１２月 関係団体ヒアリングの実施 

令和９年３月 厚生委員会報告（計画案の報告） 

令和９年３月 第８期障がい福祉計画・第４期障がい児福祉計

画策定 

３ 次期計画の基礎資料とするため令和７年度に実施する調査（案） 

調査対象 調査予定数等 

障がい者 

区内に在住する、障が

いに関する手帳等を

持つ１８歳以上の方 

２６００件 

＊障がい種別を考慮し無作

為抽出、調査票を郵送 

障がい児 

区内に在住する、障が

いに関する手帳等を

持つ１８歳未満の方

およびその保護者 

４００件 

＊障がい種別を考慮し無作

為抽出、調査票を郵送 

事業者 
区内の障がい福祉サ

ービス等事業者 

全事業所 

＊Ｗｅｂ回答で実施 

 ※ 前回の調査結果等は、別添「足立区障がい福祉関連計画のため

のアンケート調査報告書（概要版）」を参照 

４ 今後の方針 

（１）実態調査については、障がい者が回答しやすいような工夫

（音声読み上げコードの添付、ルビ、文字の見やすさの配慮等）

を行う。 

（２）障がい者・障がい児の調査については、Ｗｅｂ回答の併用可

否について障がい者団体の意見も聞きながら検討する。 

 

 




